
山 形 県 警 察

自転車の交通ルール、知ってますか？

無灯火 傘差し運転 交差点での飛び出し

警察からのお知らせ

※ 過去５年間（平成29年～令和３年）の自転車事故

自転車事故の約９割に

自転車側にも交通違反

があります！

※ これらはすべて交通違反です。

※  運転中にスマートフォンやイヤホンを使用することも違反！

自転車の交通事故にはこんな特徴があります！

○ 自転車事故は高校生が最も多い。

○ 中学生、高校生とも１年生の事故が多い。

○ 車と衝突した事故の約９割に自転車側に

何らかの交通違反が認められる。

○ ヘルメット着用率は中学生が50％以上、高校生は1.6％

自転車に乗るときはヘルメットをかぶりましょう！
※ 山形県では条例により「自転車保険の加入が義務」「自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務」と定められています。


